
令和 2 年 4 月 8 日 

保護者の皆様 

茨木市立忍頂寺小学校 

校 長  森  亮 

新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる 

休校中（４月９日以降）の対応について 

標記の件について、茨木市教育委員会から連絡があり本校の４月９日以降の方針を、下記の

通りといたします。４月 6 日付でのご提案と違ったものになりますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

記 

１ 休校期間について 

（１）令和 2年 4月 8日(水)～5月 6日(水) 

２ 休校期間中の対応について 

（１）登校日 

当面の間、実施はありません。 

（２）見守り登校について 

 大阪府緊急事態措置が決定しておりますので、外出は控えていただき、できる限

りご家庭で過ごしていただきますようお願いいたします。ただ、やむを得ない事情

により、家庭で留守番させることが困難な児童の居場所として、見守り登校を実施

します。 

・ 対 象 

・小学１～３年児童 

・小中全学年の支援の必要な児童生徒（要医療ケア児童生徒含む） 

・学童保育に参加している児童は、4月 13日(月)から週３日参加できます。 

学童利用の児童の見守り登校の参加日は以下の通りとなります。 

4月 14日(火)、4月 15日(水)、4月 17日(金)、4月 21日(火) 

4月 22日(水)、4月 24日(金)、4月 28日(火)、5月 1日(金) 

・ 期 間 令和２年４月９日（木）～５月６日（水）の間の平日 

・ 時 間 平日 午前８時 30分～午後１時 00分 

・ 昼 食 弁当持参 

・ 内 容 各教室等で自習（教員は濃厚接触にならない形で見守る） 

     自習するための学習道具（ドリル、プリント等）、読書用の本などを 

     持参してください。 

・ 連 絡 初日は午前８時 00分～午前８時 30分までに学校に連絡してください。 

    ２日目以降につきましては、参加申込表・健康観察カードを提出の上 

    参加してください。 

（参加申込表・健康観察カードは、初回学校訪問時（4月 13日(月)）にお渡しし

ます。） 



・ 登下校 送迎は必須としません。（ただし、保護者責任となります。） 

・ その他 登校時は家庭で検温し、健康観察カードに記入してください。 

（３）学童保育について 

① 月・木について 

午前８時（忍小駐車場）（タクシーで移動）～午後５時（延長の場合 午後７時迄） 

② 火・水・金について（以下のいずれかとなります。） 

・ 午後のみ学童に参加する場合 

 午後０時 45分（忍小駐車場）（タクシーで移動）～午後５時（延長の場合午後７時迄） 

・ 見守り登校の上、学童に参加する場合（場所は、午前：忍頂寺小、午後：山手台小） 

 見守り登校（終了後（午後０時 45分）タクシーで移動）～午後５時（延長の場合 午後７時迄） 

（４）家庭へのお願い 

① 配布の健康観察カードをもとに、お子様の健康観察を毎日実施してください。 

・ 見守り登校の際は、登校前に各家庭で健康観察の上、学校へ持参してください。 

② 風邪や発熱等の症状がある場合は学校に連絡し、登校を控えてください。 

③ 登校後、学校でのお子様の体調の変化に伴い、保護者への電話連絡を行うことがあり

ますので、連絡やお迎えができるようにしてください。 

④ 以下のいずれかに該当する場合は、速やかに学校に連絡してください。 

・ 風邪の症状や 37.5℃前後の発熱が４日程度続いている。 

・ 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

⑤ 感染防止のため、『３密（密閉、密集、密接）』にならないよう、登下校や過ごし方な

どについては、ご家庭でもご指導ください。 

⑥ 登校時には、家庭で検温し、マスクの着用をお願いします。 

（５）休校期間中の課題や教科書等の配布について 

① 日 程 4月 13日(月) 

② 時 間 午前８時 30分～午後４時 55分の間に職員室に来てください。 

   保護者の方が取りに来てください。ご家族の方でも結構です。 

   ※ 無理な場合は、学校へ相談してください。 

③ 対 象 全学年の保護者 

④ 持ち物 教科書、プリントを入れる大きな手さげかばん等 

⑤ その他 この日配布の学校だよりにて、担任発表をさせていただきます。 

     感染予防のため、学校にとどまらないようにとの指示ですのですぐに下校 

     いただきますようお願いします。 

 

茨木市ＨＰにも随時情報が掲載されていますので、お時間のあるときにご確認ください。

（https://www.city.ibaraki.osaka.jp/） 

その他、今回の判断は現時点のものであるので、今後感染拡大の状況によ

り変更することもあります。今回の休校措置の対応として、夏期休業中に授

業日を設定する予定です。 

以上となります。ご質問等がありましたら、学校までご連絡ください。 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/

